
災害時における山形県企業局所管の広域水道及び工業用水道の応急復旧資材の憾合等に関する協定

山形県企業局(以下「甲」という。)と日本水道鋼管協会(以下「乙」という。)とは、ナ也震、潮皮、即K害

その他の異常な自然現象及び水道災害により、甲の所管する水道旛斐及び工業用水道施設の管路(以下「管

理旛斐等」という。)力砕皮災した場合(以下「災害時」という。)における応急復旧資材の供給及て畦支術チ旨導・

助言(以下「応急復旧資材の供給等」という。)に関し、次のとおり協定を締%吉ずる。

(協定の目的)

第1条この協定は、災害時の乙による応急復旧資材の供給等に関して基本的事項を定め、応急復旧資材の

優先的な供給を受けることにより、災害時における管理施誇等の早期復旧を行うことを目的とする。

伎援の実施範囲)

第2条業務の実施範囲は、甲の管理施ヨ斐等において発生した被災箇所とする。

伎援の要請)

第3条甲は、災害時において、乙に対し、次のとおり応急復旧資材の供給等を要請することができる。

(1)被災した管理旛斐等の復旧のために必要な資材の優先的な手配

(2)応急復旧に際しての施工方法に関する技付碕旨導及び本復旧実施のための設計に関する助言

2 甲は、前項の応急復旧資材の供給等を乙に要請するときは、被災概要及て腰請内容を明らかにした書面

(様式1)を乙に提示することにより行うものとする。ただし、緊急時で前述の対応により難いときは、 電

話等で要請できるものとし、この場合は、後日速やかに提出するものとする。

3 乙は、前1項に基づき甲から応急復旧資材の供ホ合等を要請された場合、特段の理由がない限り、甲の要

請に応じるものとする。

(実施体制)

第4条乙は、この協定締紺妾速やかに、乙の連絡体制を確立し必要事項を書面(様式2)により甲に提出す

るものとする。

2 乙は、前項に係る事項に変更が生じた場合には、速やかに甲に申し出るものとする。

(報告)

第5条乙は、甲より第3条1項に係る要請を受けた場合、応急復旧資材の供給等力河能な乙の会員を書面

(様式3)により甲に報告するものとする。ただし、緊急時で前述の対応により難いときは、電靜等で報告

できるものとし、この場合は、後日速やかに提出するものとする。

(契約の締結)

第6条甲は、第3条1項に基づき乙に応急復旧資材の供給等を要請し、乙の会員に出動を要請したときは、

乙の会員と遅滞なく応急復旧資材の供給等に係る随意契約を締結するものとする。

(費用)

第7条この協定に基づき甲が乙に対し要請した応急復旧資材の供給等に係る費用は甲の負担とし、甲の負

担額については、山形県企業局水道工事標準積算資料、山形県県士劉肩部設計単価決定要領に基づき算定

するものとする。これにより難い場合は、甲と第6条1項で契約を締結した乙の会員と協議のうえ定める

ものとする。なお、第4条に定める連絡体制等の紺寺に係る費用は乙の負担とする。

(協定期間)

第8条この協定の有効期間は、協定締結の日から令禾U4年3月31日までとする。ただし、有亥力期間満了

の1ケ月前までに、・甲及び乙の一方又は双方から申し出がない場合、引き続き同一条件をもって1年間の

協定を行ったものとし、以降もまた同様とする。

(損害の補償)

第9条応急復旧資材の供ネ合等に伴い、甲及び乙双方の責に帰さない事由により、第三者に損害を及ぼした

場合、その措置については、甲乙協議して決定するものとする。

(その他)

第10条この協定に定めのない事項や各条項に疑義が生じた場合には、甲乙双方による協議のうえ決定す

るものとする。

この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙き諾押印の上、各自1通を保有するものとする。
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